
大規模通所リハビリテーション費Ⅰ（１日あたり）　※１割負担概算大規模通所リハビリテーション費Ⅰ（１日あたり）　※１割負担概算大規模通所リハビリテーション費Ⅰ（１日あたり）　※１割負担概算大規模通所リハビリテーション費Ⅰ（１日あたり）　※１割負担概算

要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５

１時間以上２時間未満 350円 384円 414円 446円 478円

２時間以上３時間未満 365円 425円 486円 544円 605円

３時間以上４時間未満 474円 555円 636円 739円 842円

４時間以上５時間未満 540円 632円 723円 839円 956円

５時間以上６時間未満 603円 721円 837円 974円 1,110円

６時間以上７時間未満 704円 842円 977円 1,137円 1,295円

入浴介助加算 55円：

短期集中個別リハ加算 120円：

認知症短期集中リハビリ実施加算（Ⅰ） 260円：

認知症短期集中リハビリ実施加算（Ⅱ） 2,080円：

生活行為向上リハビリ実施加算 2,166円：

1,083円：

リハビリマネジメント加算（Ⅰ） 358円：

リハビリマネジメント加算（Ⅱ） 921円：

574円：

栄養改善加算 163円：

栄養スクリーニング加算 6円：

口腔機能向上加算 163円：

若年性認知症受入加算 65円：

中重度ケア体制加算 22円：

社会参加支援加算 13円：

重度療養管理加算 109円：

理学療法士等体制強化加算 33円：

サービス提供体制強化加算（Ⅰ）ロ 13円：

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 47/1000：

短期集中リハを実施時

入浴された場合に算定

生活行為向上リハを実施時(開始日から3月以内)　1月１回算定

〔通所リハビリ利用料〕

認知症の利用者に短期集中リハを実施時　1月1回算定

認知症の利用者に短期集中リハを実施時　1日1回算定

リハビリテーションマネジメントを実施時　月1回算定

重度の療養管理を行った場合（要介護度3・４・５に限る）/日

生活行為向上リハを実施時(開始日から3月超え6月以内)　1月１回算定

リハビリテーションマネジメントを実施時(開始日から6月以内)　月1回算定

リハビリテーションマネジメントを実施時(開始日から6月超え)　月1回算定

厚生労働大臣が定める基準に適合した場合/日

厚生労働大臣が定める基準に適合した場合/日

厚生労働大臣が定める基準に適合した場合/日

若年性認知症の方にサービス提供した場合/日

栄養改善サービスを提供した場合（1月2回まで）

栄養状態について情報提供を行った場合/回

口腔機能向上リハ実施の場合（1月2回まで）

厚生労働大臣が定める基準に適合した場合/日

請求金額に加算されます



介護予防通所リハビリテーション費（１ヶ月あたり）　※１割負担概算介護予防通所リハビリテーション費（１ヶ月あたり）　※１割負担概算介護予防通所リハビリテーション費（１ヶ月あたり）　※１割負担概算介護予防通所リハビリテーション費（１ヶ月あたり）　※１割負担概算

月額料金

リハビリマネジメント加算 358円：

生活行為向上リハビリ実施加算 975円：

488円：

運動機能向上加算 244円：

栄養改善加算 163円：

栄養スクリーニング加算 6円：

口腔機能向上加算 163円：

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 47/1000：

利　用　料（１日あたり） 　※１割負担概算利　用　料（１日あたり） 　※１割負担概算利　用　料（１日あたり） 　※１割負担概算利　用　料（１日あたり） 　※１割負担概算

日用品費A 100円： 日用生活用品の費用（全ての日用品を提供）

日用品費Ｂ 50円： 日用生活用品の費用（リネン関係のみ提供）

教養娯楽費Ａ 100円： レクリエーション等の費用（全てに参加）

教養娯楽費 実費： レクリエーション等の費用

食費 680円：

洗濯代（水洗い） 500円：

おむつ代 100円： パンツタイプ／枚

100円： パット／枚

＊消費税の取扱い・・・料金は非課税の扱いとなります

医療法人　啓仁会   介護老人保健施設　三鷹ロイヤルの丘

昼食を取られた場合（おやつ代含む）

要支援１ 要支援２

1,854円 3,915円

請求金額に加算されます

運動機能向上サービスを実施した場合算定

業者委託　１ネットあたり（税別）

栄養状態について情報提供を行った場合/回

口腔機能向上リハ実施の場合（1月2回まで）

リハビリテーションマネジメントを実施時　月1回算定

厚生労働大臣が定める基準に適合(開始日から6月以内)　月1回算定

厚生労働大臣が定める基準に適合(開始日から6月超え)　月1回算定

栄養改善サービスを提供した場合（1月2回まで）


